
様式第1号（第4条関係）

代理受領届
                                                           　　年    月    日

豊橋市長　　　　　様

〒
住　所 
フリガナ
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（法人その他の団体の場合は、所在地、名称、代表者氏名）

豊橋市耐震等事業に係る補助金代理受領事務取扱要領第4条の規定により、下記建物所在地で実施する耐震等事業における補助金の請求及び受領を、下記の事業者に委任する予定であることを届け出ます。

記

	耐震等事業
	□ 木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 木造住宅解体工事事業
□ 木造住宅耐震シェルター整備事業
□ ブロック塀等撤去事業
□ 非木造住宅耐震診断事業
□ 非木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 特定既存耐震不適格建築物耐震診断事業
□ 要安全確認計画記載建築物耐震改修事業
□ 空家利活用改修事業
□ 空家解体促進事業

	建物所在地
	（ブロック塀等撤去の場合はブロック塀等所在地）


上記権限の委任を受けることを予定しています。
事業者（受任予定者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	所在地
（個人の場合は住所）
	

	名　称
（個人の場合は氏名）
	　　

	代表者氏名
（個人の場合は記載不要）
	　　

	電話番号
	



（注）代理受領制度を利用した場合、耐震等事業の契約に係る申請者から事業者への支払額の一部は、補助金の代理受領によるものとなります。

様式第2号（第5条関係）

代理受領確認通知書

　　年    月    日

豊橋市指令建安第　　　号

申請者
氏名　　　　　　　　　様
豊橋市長　　
     

年　　月　　日に提出された代理受領届の内容について、下記のとおり確認したので通知します。

記

	耐震等事業
	□ 木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 木造住宅解体工事事業
□ 木造住宅耐震シェルター整備事業
□ ブロック塀等撤去事業
□ 非木造住宅耐震診断事業
□ 非木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 特定既存耐震不適格建築物耐震診断事業
□ 要安全確認計画記載建築物耐震改修事業
□ 空家利活用改修事業
□ 空家解体促進事業

	建物所在地
	（ブロック塀等撤去の場合はブロック塀等所在地）


	指令番号
	豊橋市指令建安第　　　　　　号



補助金の請求及び受領を委任する予定の事業者（受任者）
	所在地
（個人の場合は住所）
	

	名　称
（個人の場合は氏名）
	

	代表者氏名
（個人の場合は記載不要）
	




様式第3号（第6条関係）

代理受領変更届
                                                           　　年    月    日

豊橋市長　　　　　様

〒
住　所
フリガナ
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（法人その他の団体の場合は、所在地、名称、代表者氏名）
電　話　　　　　（　　　）

年　　月　　日に提出した代理受領届の内容を変更したいので、豊橋市耐震等事業に係る補助金代理受領事務取扱要領第6条の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

	耐震等事業
	□ 木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 木造住宅解体工事事業
□ 木造住宅耐震シェルター整備事業
□ ブロック塀等撤去事業
□ 非木造住宅耐震診断事業
□ 非木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 特定既存耐震不適格建築物耐震診断事業
□ 要安全確認計画記載建築物耐震改修事業
□ 空家利活用改修事業
□ 空家解体促進事業

	建物所在地
	（ブロック塀等撤去の場合はブロック塀等所在地）

	変更の内容
	



	変更の理由
	




（注）代理受領制度を利用した場合、耐震等事業の契約に係る申請者から事業者への支払額の一部は、補助金の代理受領によるものとなります。

補助金の請求及び受領を委任する予定の事業者（受任者）
	所在地
（個人の場合は住所）
	

	名　称
（個人の場合は氏名）
	

	代表者氏名
（個人の場合は記載不要）
	



様式第4号（第6条関係）

代理受領変更確認通知書
　　年    月    日

豊橋市指令建安第　　　号

申請者
氏名　　　　　　　　　様

豊橋市長　　
     
年　　月　　日に提出された代理受領変更届の内容について、下記のとおり確認したので通知します。

記

	耐震等事業
	□ 木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 木造住宅解体工事事業
□ 木造住宅耐震シェルター整備事業
□ ブロック塀等撤去事業
□ 非木造住宅耐震診断事業
□ 非木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 特定既存耐震不適格建築物耐震診断事業
□ 要安全確認計画記載建築物耐震改修事業
□ 空家利活用改修事業
□ 空家解体促進事業

	建物所在地
	（ブロック塀等撤去の場合はブロック塀等所在地）


	指令番号
	豊橋市指令建安第　　　　　　号



補助金の請求及び受領を委任する予定の事業者（受任者）　　　　　　
	所在地
（個人の場合は住所）
	

	名　称
（個人の場合は氏名）
	

	代表者氏名
（個人の場合は記載不要）
	




様式第5号（第7条関係）

代理受領取下届
　　年    月    日

豊橋市長　　　　　様

　〒
住　所
フリガナ
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（法人その他の団体の場合は、所在地、名称、代表者氏名）

年　　月　　日に提出した代理受領届について、下記により取り下げたいので届け出ます。

記

	耐震等事業
	□ 木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 木造住宅解体工事事業
□ 木造住宅耐震シェルター整備事業
□ ブロック塀等撤去事業
□ 非木造住宅耐震診断事業
□ 非木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 特定既存耐震不適格建築物耐震診断事業
□ 要安全確認計画記載建築物耐震改修事業
□ 空家利活用改修事業
□ 空家解体促進事業

	建物所在地
	（ブロック塀等撤去の場合はブロック塀等所在地）

	
取下げ理由

	













様式第6号（第9条関係）

代理受領に係る委任状
　　年    月    日

豊橋市長　　　　　様

委任者（申請者）
住　所
フリガナ
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（法人その他の団体の場合は、所在地、名称、代表者氏名）

下記の補助金の請求及び受領について、豊橋市耐震等事業に係る補助金代理受領事務取扱要領第9条の規定により、委任します。

記

	耐震等事業
	□ 木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 木造住宅解体工事事業
□ 木造住宅耐震シェルター整備事業
□ ブロック塀等撤去事業
□ 非木造住宅耐震診断事業
□ 非木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 特定既存耐震不適格建築物耐震診断事業
□ 要安全確認計画記載建築物耐震改修事業
□ 空家利活用改修事業
□ 空家解体促進事業

	建物所在地
	（ブロック塀等撤去の場合はブロック塀等所在地）


	指令番号
	豊橋市指令建安第　　　　　　号

	補助金の交付確定額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


  
上記権限の委任を受ける事を承諾します。
受任者（事業者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	所在地
（個人の場合は住所）
	

	名　称
（個人の場合は氏名）
	

	代表者氏名
（個人の場合は記載不要）
	



様式第7号（第9条関係）

代理受領に係る補助金請求書

　　年    月    日

豊橋市長　　　　　様

豊橋市耐震等事業に係る補助金代理受領事務取扱要領第9条の規定に基づき、下記のとおり補助金を請求します。

記

	金額
	百
	十
	万
	千
	百
	十
	円
	円


1　請求金額　


2　請求者（受任者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	所在地
（個人の場合は住所）
	

	名　称
（個人の場合は氏名）
	　　

	代表者氏名
（個人の場合は記載不要）
	　　



3　振込先
	振込口座
	金融機関名
	

	
	支店名
	

	
	預金種別※
	普　　通　・　当　　座

	
	口座番号
	

	
	（フリガナ）
	

	
	口座名
	


添付書類
　補助金振込先の記載内容が確認できる通帳等の写し

（補助金交付申請者等に関する記載）
	申請者氏名
	（法人その他の団体の場合は、名称、代表者氏名）

	申請者住所
	（法人その他の団体の場合は、所在地）




様式第8号（第11条関係）

代理受領取消通知書
                                                           　　年    月    日

豊橋市指令建安第　　　号

申請者
氏名　　　　　　　　　様

豊橋市長　　
    
年　　月　　日に提出された代理受領届について、豊橋市耐震等事業に係る補助金代理受領事務取扱要領第11条の規定により、代理受領の利用を取り消しましたので通知します。

記

	耐震等事業
	□ 木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 木造住宅解体工事事業
□ 木造住宅耐震シェルター整備事業
□ ブロック塀等撤去事業
□ 非木造住宅耐震診断事業
□ 非木造住宅耐震改修事業（設計・工事）
□ 特定既存耐震不適格建築物耐震診断事業
□ 要安全確認計画記載建築物耐震改修事業
□ 空家利活用改修事業
□ 空家解体促進事業

	建物所在地
	（ブロック塀等撤去の場合はブロック塀等所在地）

	取消理由
	










